
開発行為
① ３戸以上の住宅の建築目的の開発行為

② １戸または２戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000㎡以上のもの

③ 住宅以外で人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものの建築目的で行う開発行為

（例えば、寄宿舎や有料老人ホーム等）

①の例 ３戸以上の開発行為

②の例 1,300㎡、1戸の開発行為 800㎡、２戸の開発行為

（戸建て住宅） （共同住宅および長屋等）

届出必要

届出必要 届出不要

建築行為
① ３戸以上の住宅を新築しようとする場合

② 人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものを新築する場合 （例えば、寄宿舎や有料老人ホーム等）

③ 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して住宅等（①、②）とする場合

①の例 ３戸以上の建築行為 １戸の建築行為

届出必要 届出不要

建築行為
① 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合

② 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合

③ 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

※誘導施設：裏面参照

開発行為
① 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうと

する場合

届出不要
届出不要

届出必要
届出必要

届出必要

届出必要

立地適正化計画区域

居住誘導区域

都市機能誘導区域

◇誘導施設の届出の必要・不要のイメージ図◇

＜都市機能誘導区域外における届出＞
立地適正化計画区域（都市計画区域）内かつ都市機能誘導区域外で、誘導施設を有する開発行為等を行おうとする場合、

これらの行為に着手する日の３０日前までに町長への届出が必要となります。（都市再生特別措置法第108条届出義務）

＜居住誘導区域外における届出＞
立地適正化計画区域（都市計画区域）内かつ居住誘導区域外の区域で、次の行為を行おうとする場合、これらの行為に着

手する日の３０日前までに町長への届出が必要となります。（都市再生特別措置法第88条届出義務）

⇒愛荘町は対象無

⇒愛荘町は対象無

令和５年１０月１日から

愛荘町では、暮らしやすいコンパクトな都市構造（コンパクト・プラス・ネットワーク）の考えに基づき、持続可能なま

ちづくりを目指すため、令和５年３月に「愛荘町立地適正化計画」を策定しました。

この計画の策定に伴い、まちづくりに大きな影響のある開発行為や建築行為を行う場合は、その動向を事前に把握し緩や

かにコントロールするため、都市再生特別措置法に基づき着手前に愛荘町長への届出が必要となります。（届出の義務化）

― 都市再生特別措置法に基づく届出制度を開始します ―

新

● 届出が必要な場合
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● 居住誘導区域・都市機能誘導区域

● 届出の流れ

愛荘町の居住誘導区域および都市機能誘導区域は次のとおり設定しています。（青着色：居住誘導区域／赤斜線：都市機能誘導区域）

開発・建築行為等、施設休廃止の計画

事前相談

届出書の提出（着手の３０日前まで）

開発許可申請・建築確認申請等手続き

開発・建築行為等、施設休廃止の着手

届出書は行為に着手する日の３０日前までに町建設・下水道課へ１部提出してください。

【注意事項】

◆届出は開発許可申請（愛荘町開発指導要綱・都市計画

法第２９条開発行為等）や建築許可申請に先行して提

出してください。

◆添付書類は町ホームページを参照し、届出書の様式は

町ホームページからダウンロードしてください。

（※令和5年9月1日から取得可能）

◆受付印を押印した届出書の控えが必要な場合は、副本

を用意してください。

◆虚偽の届出や、届出をしないで開発行為を行った場合、

都市再生特別措置法に基づく罰則規定があります。

◆届出義務に関する規定が、宅地建物取引業法に規定す

る重要事項説明の対象となります。

＜ 誘導施設 ＞

◇誘導施設の届出の必要・不要のイメージ図◇

都市機能 誘導施設

行政機能 町役場

介護福祉機能

福祉センター
地域包括支援センター
高齢者福祉施設
障害者福祉サービス施設

子育て支援センター
子育て世代包括支援センター

保育所
幼稚園
認定こども園

商業機能
大規模小売店舗
（1000㎡以上の小売店舗）

医療機能
病院
診療所

金融機能
銀行
郵便局

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

図書館
公民館
その他教育文化施設

子育て機能

教育・文化機能

愛知川駅および愛知川庁舎周辺

秦荘庁舎周辺

※詳細な図は、町ホームページに掲載しており

ますので、ご確認ください。

（下記ＱＲコード参照）

問合せ先 愛荘町建設・下水道課 （愛荘町役場秦荘庁舎１階）

〒529－1234 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子825番地

TEL.0749-37-8052 FAX.0749-37-4444

E-MAIL kensetsu@town.aisho.lg.jp
町ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

QRｺｰﾄﾞ→


